
　平成26年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金

の増収部分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成30年度一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、次のとおりです。

196,000千円

3,191,515千円

（単位：千円）

国   県
支出金

地方債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

社 会 福 祉 総 務 事 業 54,998 251 0 301 6,161 48,285

児 童 福 祉 事 業 1,192,922 685,853 0 150,572 40,338 316,159

障 害 者 福 祉 事 業 528,605 274,545 0 489 28,692 224,879

老 人 福 祉 事 業 41,086 1,560 0 1,792 4,270 33,464

そ の 他 社 会 福 祉 事 業 77,218 0 0 44,034 3,755 29,429

小 計 1,894,829 962,209 0 197,188 83,216 652,216

国 民 健 康 保 険 事 業 429,765 200,178 0 2,700 25,673 201,214

後 期 高 齢 者 保 険 事 業 355,665 57,956 0 0 33,686 264,023

介 護 保 険 事 業 316,218 0 0 0 35,781 280,437

小 計 1,101,648 258,134 0 2,700 95,140 745,674

健 康 対 策 ・ 予 防 事 業 103,344 0 0 16,181 9,863 77,300

老 人 保 健 事 業 20,582 480 0 0 2,275 17,827

母 子 保 健 事 業 40,180 6,098 0 672 3,780 29,630

そ の 他 保 健 衛 生 事 業 30,932 0 0 15,673 1,726 13,533

小 計 195,038 6,578 0 32,526 17,644 138,290

3,191,515 1,226,921 0 232,414 196,000 1,536,180

　※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当された経費について

　　【　歳　入　】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　【　歳　出　】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

事　　　業　　　名 事　業　費

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　定　　財　　源 一　　般　　財　　源


